
甲府市一般廃棄物処理基本計画（中間見直し）策定業務委託

ＮＯ 資料名 ページ 項目 質問内容 回答

1 仕様書 4
第16　廃棄物減量等推

進審議会に係る業務

審議会は3回の開催を予定されていますが、開催時期が決まっていま

したらお教えください。

1回目の審議会を8月頃に開催する予定です。以降は進捗状況により

未定ですが、決まり次第連絡いたします。

2 仕様書 4 第18　打合せ協議

打合せ協議3回、関係機関協議1回の計4回と考えて良いでしょうか。

また、この4回はＷＥＢではなく、全て甲府市での打合せという理解

で良いですか。

協議回数についてはお見込みのとおりです。なお、関係機関との協

議は状況により甲府市外での打ち合わせの可能性があります。ま

た、WEBでの対応も可とします。

3 仕様書 4
第19　ごみ組成分析

（ごみ排出）

試料とする家庭系の燃えるごみは、甲府市様の方で、集積所から回

収して分析調査を行う場所まで搬入してもらえると考えて良いで

しょうか。

また、食品ロスの調査を行うには、可燃ごみはパッカー車ではな

く、平ボディ車で回収・搬入する必要があります。その手配は甲府

市様の方で行っていただけますでしょうか。

組成分析を行うためのごみ（家庭系の燃えるごみ及び食品ロス調査

用のごみ）は、環境部において収集してきたものを環境センターに

て引き渡すことを想定しております。

4 仕様書 4
第19　ごみ組成分析

（ごみ排出）

家庭系の燃えるごみと生ごみ4地区で4試料となっていますが、通常

の手順では、燃えるごみと生ごみ（食品ロス）の調査試料は別にな

るので、4地区8試料となります。1日2試料では、調査日数は4日に

なります。

調査日数を2日ということでしたら1日4試料の調査が必要ですが、調

査地区や分析調査場所の条件によっては、1日4試料の調査ができな

い場合があります。調査日数については協議に応じていただけると

考えてよろしいでしょうか。

仕様書のとおり調査は2日間としますが、分析に要する日数について

は、別途協議に応じることは可能です。


